
                          広島歯科技工士専門学校 学則 

 

    第１章     総  則 

 

（目 的） 

第１条  本校は、教育基本法、学校教育法及び歯科技工士法の定めるところに従い、 

歯科技工に関する職業または実際生活に必要な知識技能を付与するための  

専門的教育を行うことを目的とする。  

 

（名 称） 

第２条  本校は、広島歯科技工士専門学校という。  

 

（位 置） 

第３条  本校は、広島県廿日市市佐方本町１番１号に置く。  

 

 

    第２章 課程、学科、修業年限及び定員等 

 

（課程等） 

第４条  本校の課程、学科、修業年限及び定員等は、次のとおりとする。  

 

 課 程 名  学  科  名  昼夜の部  修業年限   定   員 

 医療専門課程  歯科技工科     昼   ２    年  ６０  人 

２  在学できる期間は４年を超えることはできない。  

 

 

    第３章 学年、学期、及び休業日 

 

（学 年） 

第５条  本校の学年は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。  

 

（学 期） 

第６条  本校の学期は、  次のとおりとする。 

      前 期   ４月１日から９月３０日まで 

      後 期     １０月１日から翌年３月３１日まで 

 

 



（休業日） 

第７条  本校の休業日は、次のとおりとする。 

（１）土曜日・日曜日 

     （２）国民の祝日に関する法律に規定する休日  

     （３）夏季休業日  ７月２５日から８月３１日まで 

     （４）冬季休業日  １２月２１日から１月６日まで 

（５）春季休業日  ３月２１日から４月５日まで 

２   教育上特に必要のあるときは、前項にかかわらず、休業日に授業を行う  

    ことがある。 

   ３ 非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に授業を行わないことがあ  

る。 

 

 

    第４章  入学・退学・転学及び休学等 

 

（入学資格） 

 第８条  本校に入学することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。  

（１）高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者  

（２）通常の課程による１２年の学校教育を修了した者（通常の課程以外 

の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。）  

（３）外国において学校教育における１２年の課程を修了した者又はこれ 

に準ずる者で文部科学大臣の指定したもの  

（４）文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認 

定した在外教育施設の当該課程を修了した者  

（５）文部科学大臣の指定した者  

（６）高等学校卒業程度認定試験規則（平成１７年文部科学省令第１号） 

による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（同規則附則第２条の 

規定による廃止前の大学入学資格検定規程（昭和２６年文部省令第１ 

３号）による大学入学資格検定に合格した者を含む。）  

（７）本校において個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と 

同等以上の学力があると認めた者で、１８歳に達したもの 

 

（転入学及び編入学資格） 

第９条  転入学及び編入学することができる者は、前条に規定する資格を有し、か  

つ、校長が入学を適当と認めた者とする。  

 

 

 



（入学許可） 

第１０条 入学を希望する者には、選考を行い、入学を許可する。  

 

（出願手続） 

第１１条 入学を希望する者は、本校所定の入学願書に入学検定料を添えて出願しな  

ければならない。 

 

（入学手続） 

第１２条 入学の許可を受けた者は、期限までに所定の書類に入学金を添えて手続を 

    とらなければならない。  

２ 前項に定める手続が、期限までに行われないときは、入学の許可を取り消  

すことがある。  

 

（退学及び転学) 

第１３条 退学または転学しようとする者は、その事由を明らかにして校長の承認を  

得なければならない。 

 

（休学） 

第１４条 学生が、疾病その他やむを得ない事由によって、休学しようとする場合は、

診断書その他の事由を明らかにする書類を添え、校長の承認を受けなければ

ならない。  

２ 特別の事由があると認められた者については、引き続き更に１年以内で休 

    学期間を延長することができる。 

３ 休学中の者が復学しようとするときは、その事情を明らかにして校長の 

    承認を受けなければならない。 

４ 休学年度は在学できる期間に算入しない。 

 

    第５章  授業科目・単位数･学習の評価･単位修得の認定および卒業等 

 

（授業科目および単位数） 

第１５条 本校の授業科目および単位数は、別表１のとおりとする。 

２ 各授業科目の単位数の計算は、1 単位の授業科目を４５時間の学習を必要 

とする内容をもって構成することを標準とし、次の基準により単位数を計算 

    するものとする。 

（１）講義については１５時間の授業をもって 1 単位とする。ただし、別 

に定める授業科目については２０時間の授業をもって１単位とする。

（２）実習については４５時間の授業をもって１単位とする。ただし、別



に定める授業科目については３５時間の授業をもって１単位とする。  

 

（学習の評価） 

第１６条 学習の評価は、試験の成績、実習作品の成績及び平素の成績により評定す

る。 

 

（単位修得の認定） 

第１７条 各授業科目の履修を修了した者には認定のうえ単位を与える。  

２ 単位修得の認定の方法は試験・実習作品の提出その他の方法によるものと 

    し、その方法については各授業科目の担当者がこれを定める。 

 

（試 験） 

第１８条 前条に規定する試験は、毎学期末試験、卒業試験とする。  

その成績は、各学科目ごとに１００点制によって採点し、６０点以上をもっ  

て合格とする。 

２ やむを得ない事由により試験を受けることができなかった学生に対して  

は、追試験を行うことがある。この場合には、所定の受験料を添えて、受験  

願を提出しなければならない。 

３ 試験の成績が合格点に満たない学科目については、再試験を行うことがで  

きる。 

 

（進級及び卒業) 

第１９条 欠席日数が当該学年の出席すべき日数の三分の一を超える者については、 

        進級または卒業することができない。 

２ 欠席日数が当該学年の出席すべき日数の三分の一以内であっても、各学科

及び実習に係わる出席時間数が所定の時間数に満たない者については、必要

な補習を行ったうえ、進級又は卒業を認める。  

３ 本校所定の課程を終了した者には、卒業証書を授与するとともに、専門士  

（医療専門課程）の称号を授与する。  

 

 

 

 

 

 

 

 



    第６章  教職員組織 

 

（教職員組織） 

第２０条 本校に次の教職員を置く。 

（１）校 長 

     （２）教 員   ４人以上 

     （３）講 師     若干名 

     （４）事務職員  １人 

     （５）学校医   １人 

２   校長は校務を総括し、所属職員を監督する。  

 

 

     第７章  授業料・入学金・入学検定料その他の納入金 

 

（授業料等) 

第２１条 授業料、入学金、入学検定料その他の納入金は、別表２のとおりとする。 

 

（納 入) 

第２２条 授業料等は原則として１回で期限までに納入しなければならない。但し、 

やむを得ない事由によって１回での納入ができない場合は、２回に分けて納  

入することができる。  

 

（納入金の不還付） 

第２３条 すでに納入した授業料、入学金、入学検定料その他の納入金は、理由の  

いかんを問わず還付しない。 

 

 

     第８章  賞 罰 

 

（褒 賞) 

第２４条 学生がその成績、性行ともに優れ、他の模範となるときは褒賞することが  

ある。 

 

（懲戒処分） 

第２５条 学生がこの学則その他本校の定める諸規則を守らず、その本分に反する 

    行為のあったときは、懲戒処分を行うことがある。 

    ２  懲戒は訓告、停学及び退学とする。 



    ３  前項の退学は、次の各号の一に該当する学生に対してのみ行うもの  

       とする。 

（１）性行不良で改善の見込みがないと認められる者  

     （２）学力劣等で成業の見込みがないと認められる者  

     （３）正当な理由がなくて出席が常でない者  

     （４）学校の秩序を乱し、その他学生の本分に著しく反した者  

 

 

         第９章 雑 則 

 

（健康診断)  

第２６条 健康診断は毎年１回、別に定めるところにより実施する。  

 

（施行細則) 

第２７条 この学則の施行に関し、必要な事項は校長が別に定める。  

 

（除 籍）  

第２８条 次の各号の一に該当する者は職員会議の議を経て校長が除籍する。  

（１）第４条に規定する在学できる期間を超えた者  

（２）授業料、その他納入金の納入義務を怠り督促を受けてもなお納入  

しない者  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



附 則 

 

 １．この学則は、昭和５３年 ４月 １日から施行する。 

 ２．この学則は、昭和５３年 ４月 １日 一部改正 

 ３．この学則は、昭和５４年 ４月 １日 一部改正 

 ４．この学則は、昭和５６年 ４月 １日 一部改正 

 ５．この学則は、昭和６１年 ４月 １日 一部改正 

 ６．この学則は、平成 元年１１月２０日 一部改正 

 ７．この学則は、平成 ３年 ４月 １日 一部改正 

 ８．この学則は、平成 ７年 ４月 １日 一部改正 

 ９．この学則は、平成 ８年 ４月 １日 一部改正 

１０．この学則は、平成１６年 ４月 １日 一部改正 

１１．この学則は、平成２２年 ４月 １日 一部改正 

１２．この学則は、平成２５年 ４月 １日 一部改正 

    但し、この改正は平成 26 年 4 月 1 日以降の入学者に適用する。 

１３．この学則は、平成２６年 ４月 １日 一部改正 

１４．この学則は、平成３１年 ４月 １日の入学者から適用する。 

１５．この学則は、令和２年度新入学生から適用する。（別表 2 の改正） 

１６．この学則は、令和２年度新入学生から適用する。（別表１の改正）  

１７．この学則は、令和４年４月１日から施行する。（定員の改正）  

１８．この学則は、令和５年４月１日から施行する。（名称変更）  

１９．この学則は、令和６年１０月 １日から適用する。（別表 2 の改正） 

２０．この学則は、令和８年 ４月 １日 一部改正  

但し、第２２条の改正は令和９年４月１日以降の入学者から適用する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１  

             授業科目及び単位数  

広島歯科技工士専門学校                                     

 

  教  育  内  容  

   

指定

規則

におけ

る  

単位

数  

 

学  科  目  名  

 

講

義 ・

実

習  

の

別  

1 単位

当た り

の時

間数  

学年別修得単位数  

第１  

学年  

第２  

学年  

合計  

        

 

 

 

 

 

 

医療専門課程  

歯科技工科  

（昼間部）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基礎分野  

 

５  

外国語（英語）  講義  １５  ２    

５  造形美術概論  講義  １５  １   

情報リテラシー  講義  １５  １   

コミュニケーション学  講義  １５  １   

 

専門基礎分野  

３  関係法規  講義  １５   １   ３   

歯科技工学概論  講義  １５  ２   

 

７  

歯の解剖学  講義  １５  ４    

１０  

 

実習  ４５  ４   

顎口腔機能学  講義  ２０   １  

実習  ４５   １  

７  歯科理工学  講義  １５  ７   １０  

実習  ４５  ３   

 

専門分野  

１ ２  有床義歯技工学  講義  １５  ４    １６   

実習  ４５  ６  ６  

１ ３  歯冠修復技工学  講義  １５  ４    １５   

実習  ４５  ５  ６  

２  矯正歯科技工学  講義  ２０  １   ２  

実習  ３５  １   

２  小児歯科技工学  講義  ２０  １   ２  

実習  ３５  １   

１ １  歯科技工実習  実習  ４５   １３   １３   

  ６２             合計単位数  ４８  ２８   ７６   

【備考】 ※全科目必修である 

※単位と時間数 

１）講義・・１５時間の授業をもって 1 単位とする。 

   ただし、次に定める科目については、２０時間の授業をもって 1 単位と 

する（顎口腔機能学、矯正歯科技工学、小児歯科技工学）。 

２）実習・・４５時間の授業をもって 1 単位とする。 

ただし、次に定める科目については、３５時間の授業をもって 1 単位と 

する（矯正歯科技工学、小児歯科技工学）。 

 



 別表２ 

         授業料・入学金・入学検定料その他の納入金  

 

   課 程  ・  科  医療専門課程  歯科技工科 

   昼，夜の別       昼   間 部 

   入学検定料 推薦入試 ２０，０００円  

一般入試 ２５，０００円  

   入 学 金       ３００，０００円 

   授 業 料       ７５０，０００円 

    実 習 費       ３５０，０００円 

 

                備 考 ： 入学検定料及び入学金以外は年額である。 

                         ： 上記納入金は令和６年１０月１日から適用する。 


